












◆会費
会費は前納制で、学会の会計年度は 1月から 12月までです。
新年度の会費は 12月に請求をします。会費未納者に対しては 6月、9月に再請求します。

退会する際は前年 12月末までに退会届を会員業務窓口まで提出してください。
会費を 1年分滞納した会員には会誌の発送を停止し、2年分滞納した時は自動的に退会処分となります。

会員の区分と個人会員の権利・会費

会員種別 基本会費 * 大会発表 選挙・被選挙権
（役員・代議員）

正会員（一般） 9500円 ○ ○

正会員（学生） 6500円（2018年以前）
4500円（2019年以降） ○ ○

賛助会員 年会費
20000円／ 22000円 × ×

* 生態学会では収入の少ない一般会員のために、学会費・大会参加費を学生会員と同額にする措置を実施します。
詳細はウェブサイトをご覧下さい。

【論文投稿の権利】
・日本生態学会誌 正会員のみ有
・保全生態学研究 正会員・保全誌定期購読者のみ有
・Ecological Research 投稿権利は会員に限定されません

【冊子配布を希望する会誌の追加費用】
・Ecological Research 8000円
・日本生態学会誌 600円 **
・保全生態学研究 2000円 **

**非会員に向けた学会誌（冊子体）の定期購読料は、以下の年額となります。
・日本生態学会誌 9,000円
・保全生態学研究 5,000円

保全生態学研究は発行の 2年後にオープンアクセスとなります。

問い合わせ先： 一般社団法人日本生態学会　会員業務窓口
 〒 162-0801　東京都新宿区山吹町 358-5 アカデミーセンター
 E-mail: esj-post@bunken.co.jp
 Tel: 03-5937-2721　Fax: 03-3368-2822


